
土浦市保育所等入所申込に関する確認書 
確 認 事 項 確認欄 

1 
申込内容については、全て事実です。虚偽の申告や故意に申告しなかった場合は、内定や決定

を取り消される可能性があることを了承します。 
□ 

2 
入所を希望する施設には、必ず利用可能な施設のみを記入します。また、転所（園）を希望し内定

となった場合は、原則として元の保育施設に戻ることができないことを了承します。 
□ 

3 
土浦市では、申込書に記載した施設のみが入所調整の対象となり、他の施設に空きがあっても

調整の対象とはならず、記載した施設に内定しなかった場合は入所保留となることを了承します。 
□ 

4 

利用申込に必要な書類は、不備を理由に再提出を求められたものや追加で提出を求められたも

のも含めて受付期間内に提出します。期間内に提出しなかった場合は、書類不備扱いとなり、当

月は入所保留となったり、優先度が下がったりすることを了承します。 

□ 

5 育児休業取得中の申込で入所した場合、入所月内に復職しないと退所となることを了承します。 □ 

6 

入所（園）内定後の辞退は、申込の取り下げとなるため、辞退後に別の保育施設を希望する場合

は、再度申込手続が必要であり、また入所後に別の施設への転所（園）を希望する場合も、改め

て申込手続が必要であることを了承します。 

□ 

7 入所直後の、「ならし保育」期間中は、通常よりも短い時間での保育となることを了承します。 □ 

8 

利用者負担額及び副食費を遅滞なく支払うことを了承します。万が一滞納が生じた場合は、職員

が電話等による催告および自宅・職場等への訪問徴収を行うことや、児童手当支給日に、未納額

を児童手当から充当または現金支払いにより窓口にて支払うことに同意します。 

□ 

9 
利用者負担額は、父・母や生計主宰者の市民税額により算定され、父・母それぞれの年収が１０３

万円未満の場合は、同居している祖父母等の税額を合算し算定することを了承します。 
□ 

10 

利用者負担額は、毎年９月が切り替え時期であり、４月～８月分は前年度市民税課税額、９月～３

月分は当年度市民税課税額により決定されること及び課税額に変更が生じた場合や、家族状況

等に変更が生じた場合、利用者負担額が変更になることがあり、また遡及して課税額が変更とな

った場合、利用者負担額も遡及して変更になる可能性があることを了承します。 

□ 

11 

就労要件で入所したのちに、退職等により就労認定の要件を満たさなくなった方は、速やかに求

職活動認定への変更申請を行い、３か月以内に新たな就労先を決め、保育要件を満たす就労証

明書等を提出しなければ退所となることを了承します。（例：5/10 で退職した場合は、8/31 までに

新たな職場で勤務開始したことのわかる証明書の提出がなければ、8/31で退所となります。） 

□ 

12 

入所月の１日時点で産前６週から産後８週の期間内となる場合は、例外なく妊娠・出産要件とな

り、産後８週経過した翌日を含む月末で退所となること及び入所期間終了後も継続利用を希望す

る場合は、再度申込を行い、調整の結果入所可能な場合のみ、継続ができることを了承します。 

□ 

13 
保育が必要である事由確認のために、年１回「現況届」及び「保育にあたれない証明書」の提出が

必要であり、これらの提出がない場合は、退所となることを了承します。 
□ 

14 

外勤の就労要件で上の子が入所している保護者が、下の子の出産後に育児休業法に基づく育児

休業を取得する場合、育休終了日が下の子の１歳の誕生日の前日以前で、勤務先発行の「育休

期間が記載されている証明書」を提出した場合に限り、保育短時間で継続入所が可能であり、自

営業者の場合は産後８週後すぐに復職する場合のみ、継続入所が可能であることを了承します。 

□ 

15 
市外の保育施設を希望する場合、申込は土浦市を経由して行いますが、申込の締切日等につい

ては、保護者自身が直接希望施設のある市町村に確認する必要があることを了承します。 
□ 

16 市に提出した申請書類については、入所する保育施設に写しを提供することに同意します。 □ 
17 同一月内に１度も登園しなかった場合は、退所となることに同意します。 □ 

「土浦市保育利用案内」及び本確認書の記載事項について同意した上で、申込みいたします。 
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